
平成21年３月橋本市議会定例会会議録（第６号）その７ 

平成21年３月26日（木） 

                                          

 日程第37 議員提出議案第１号 橋本市議

会議員定数条例の制定について 

○議長（中上良隆君）日程第37 議員提出議

案第１号 橋本市議会議員定数条例の制定に

ついて を議題といたします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 24番 中西 健君。 

〔24番（中西 健君）登壇〕 

○24番（中西 健君）橋本市議会議員定数条

例制定についての提案理由の説明をさせてい

ただきます。朗読をもっての説明でございま

すので、よろしくお願いします。 

 今、地方分権の流れの中で、地方公共団体

の担う役割はますます増大し、二元代表制に

おける一方の代表機関である議会の役割と責

任は、格段に重くなっています。 

 そこで、改めて議会の役割やその権限を確

認し、橋本市の将来を見据え、あらゆる角度

から当市にふさわしい議員定数を調査・検討

する目的で、昨年３月、市議会各会派の代表

者７人で構成する議員定数問題検討協議会を

設置し、今日まで６回にわたり協議会を開催

しました。その経緯と結果について、協議会

の座長である私から報告をするとともに、議

員提出議案第１号 橋本市議会議員定数条例

の制定について の提案理由を説明させてい

ただきます。 

 ご承知のとおり、本市の議会の議員定数は

地方自治法第91条第７項の規定により、橋本

市・高野口町合併協議会において協議し決定

された24人を、橋本市・高野口町の旧市・町

の議会の議決を得て定められました。 

 今回、定数を検討するにあたり、全国市議

会議長会の議員定数に関する調査等の資料に

より、人口６万人から７万人の当市と同規模

程度の66市の定数等の状況等を参考に協議を

行いました。 

 その結果、当市の定数は、全国66市の平

均24.3人とあまり変わりはなかったが、近畿

９市の定数については20.9人という状況であ

りました。 

 委員の意見として、市として行政改革を進

めている中、議会としても改革に取り組むべ

きだ。市民の声を無視できない。この財政状

況下では避けて通れない。河内長野市は11万

の人口で、20人の定数で行っている等の定数

削減すべき意見と、削減すると民意が反映で

きない。報酬削減で対応すべきだ。現定数で

よいとする現状維持の意見が出されたが、削

減すべきとする意見が多数であった。 

 しかし、委員から、現状維持を主張する協

議会委員以外の議員にも意見を聞く機会を設

けるべきではないかとの提案があり、９月22

日、現状維持を主張する議員の意見陳述の場

を設けた。主な意見として、公的には当市の

人口規模では30人を超えない範囲となってお

り、多くはない。合併協議会で協議されて決

定している事項である。また、住民要求が多

様化し、議員の責任も大きくなり、対応でき

ない。削減ではなく、議員報酬の減額で対応

等の意見が出された。 

 それを受けて、昨年12月11日に協議会とし

ての最終の意見集約を行った結果、現下の経

済不況のもと、民間に限らず、市執行部にお

いても、最小のコストで最大の効果を上げる

ために集中改革プラン等を策定し、行財政改

革に積極的に取り組み、官民ともに痛みを伴

った対応をしている状況を踏まえ、議会とし

ても民意の反映に支障を来さない範囲で削減

もやむを得ない。また、議員定数減より報酬
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の減額で対応すべきとの意見については、今

後、議会活動はますます多様化し、これから

は行政の監視にとどまらず、積極的な政策提

言や地方分権への対応が求められ、議員の資

質向上や議会の充実を図らなければならなく、

優秀な人材を確保するためにも現報酬は維持

し、議員定数の削減で対応すべきである。ま

た、報酬の減額による財政効果では十分では

ないとする意見が多数であった。 

 よって、現在の定数24人を２人減じ、22人

で十分民意が反映され、議会の責務が果たせ

るものであるとの結論に至った。議員定数は

地方議会の根幹に触れる重要な問題でありま

す。このことから、協議会においては、議会

の活性化という観点も踏まえつつ、議会ある

いは議員が本来の機能を十分に発揮するには

どれだけの定数が必要であるか、橋本市の民

意が十分に反映されるには、どの程度の議員

数が必要か、また、市民の理解が得られるか

といった観点から、本市の実情を十分考慮に

入れた決断であります。 

 これまで議会は、旧橋本市議会において、

平成11年及び15年の改選時における議員定数

の削減、同16年には議員報酬の減額、旧高野

口町議会においても、平成７年の改選時にお

ける議員定数の削減を、また、新市になって

からも、議会費用弁償の廃止と、議会が自主

的に改革に努めてきました。今回の22人とし

た議員定数については、次期改選からになり

ますが、時に応じてはさらなる削減も検討し

なければならない状況を視野に入れた定数で

あります。 

 これからも市民に信頼される議会を築く上

においても、議会の機能を高めるためにも、

本提案を手始めとして、議会改革を進めてい

かなければならないと思っておりますので、

どうぞ本提案の趣旨をご理解をいただき、議

員各位のご賛同をいただきますよう、よろし

くお願いを申し上げます。 

 以上です。 

○議長（中上良隆君）説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議員提出議案

第１号については、委員会の付託を省略いた

したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

 ６番 清水君。 

〔６番（清水信弘君）登壇〕 

○６番（清水信弘君）反対の立場より討論い

たしたいと思います。 

 高野口町住民の切なる願いであった高野口

町分庁舎の存続や、期日前投票所の再設置に

ついては、合併協議会の決定の前には完全に

無力でありました。合併協議会で決定した新

市議会の定数が、いともやすやすと変えられ

ようとしていることへの理解は、いかに及ぼ

すべきでありましょうか。 

 定数削減、行政改革がそれほどに重要とす

るなら、九度山町が申し込んできた編入合併

への我が市の対処を、いかにとらえるべきで

ありましょうか。合併すれば両自治体で議員

削減はもとより、首長さえ減らすことができ

るではありませんか。その合併を真剣に考え

ていれば、この時期に、この議案についての

審議には及ばなかったはず。行政改革は結構

ですが、我が議会はその改革を小さくとらえ
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過ぎてはいないでしょうか。 

 私ども旧高野口町議会議員だった者は、一

昨年４月、橋本市議会議員への選挙を経験い

たしました。その中で、候補者一人、すなわ

ち、選挙後の議員一人の持つ有権者の多さは、

候補者にこれほどの費用を強いるものかと刮

目いたしました。また、その際、政党には許

された掲示物の多さ、印刷物の多さにも圧倒

される思いがいたしました。 

 もとより議員は、優秀な人がなるものでも

なく、また、なれるものでもなく、住民の意

思を反映する気持ちを持って、いわゆる地盤、

看板、かばんを自ら努力して備えてきた人が

なるものと、私は心得ております。 

 しかるに、今、国会議員は政党所属者でな

ければほとんどなることができません。それ

は、議員一人の持つ有権者の多さから、印刷

物、掲示物にかかる選挙費用も多大で、個人

でいくら国民のためを叫んでみても、立候補

自体不可能と言わざるを得ません。たまに無

所属の議員がいたとして、その方の政治以外

で得た看板とかばんが巨大なものであるから

にほかなりません。 

 加えて、小選挙区における二世議員、三世

議員の多さはどう考えるべきでありましょう

か。まるで、永代世襲の体をなしてきていま

す。この安定と大変革を好まない日本で、世

襲のそれはいたし方ない部分は、ある程度認

めるとしても、世襲議員は何ゆえ問題なので

しょうか。もちろん、その二世、三世に優秀

だと思える方も多い。公務員の世襲化が問題

と言われる方もおられます。それは選挙とい

う試験を通過してくるのだから許されるとい

う議論も承知です。 

 しかるに、その選挙は試験というにつき、

私において異論がある。先ほども述べました

が、選挙は地盤イコール組織力。看板イコー

ル知名度。かばんイコール資金力によると言

われます。そのとおりだと思います。小選挙

区の世襲議員はその二つ、かばんはともかく

地盤、看板を生来与えられているようなもの

で、私は公務員という、いわゆる職業選択に

係る公平性という点からは、大いにそれを欠

くと考えます。 

 私が大学をめざしていた当時の、一流大学

の入学試験の合格最低点は、いずこも約65％

程度でありました。世襲の議員候補者は、選

挙という試験問題の地盤、看板、かばんの３

問中２問が、入学試験前に知らされているよ

うなもの。既に67％の正解を得ているも同然

と言わざるを得ません。東京大学合格もやす

やす。これが不公平でなくてなんでしょうか。 

 「権力は腐敗しがちである。そして、絶対

的権力は絶対に腐敗する。」これはイギリスの

歴史学者・政治家、ジョン・アクトンが政治

の歴史に鑑み発した言葉であります。合併ま

で町議会議員として町政に参画してきた私に

は、現市長の市政への取り組み、真摯な態度

に対し、大いに敬意を抱いております。私が

所属したかつてのそれは、当時、その議会周

辺でささやかれていた言葉で表現すれば、８

人言わせば何でもできる状態が現出していた

と私は思います。議員の数が少なければ少な

いほど、権力が容易に発揮できることになり

ます。腐敗しがちであります。権力者が聖人

君子で、従うものが勤勉実直、誠実無比、滅

私奉公の役人ばかりならば、この世に議員な

んぞという分野は存在しなかったでありまし

ょう。聖人君子が政治家になった例は、東西

古今の歴史においてありません。すなわちそ

れは無理な話というもの。体に流れる体液か

らして違うと思います。ならば、政治の腐敗

は、まず議員によって防ぐことが必要とは思

われませんでしょうか。チェックの目は多い

ほどよいとは思われませんでしょうか。 

 民主主義の理想は、もちろん全員参加の直
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接民主主義であります。現在においてはそれ

は不可能で、しからばと代議員制度をしいて

いるわけで、あらゆる階層から多くの意見を

集めるためには、議員は多いほどよいと考え

るのは当然です。 

 議員報酬が多いという議論があるならば、

それを減じてでも現在の議員の数を守れとい

う議論は、削減こそ正義、大義という御旗に

隠れてしまいました。橋本市議会が国会のミ

ニチュアではなく、全国市町村議会に冠たる、

そびゆる甍であり、この議会に集まり参じる

議員が政党を問わず、貧富を問わず、ただた

だ市民のためという同じき理想を仰ぎ見、議

論を展開する同胞でありたいと願っています。 

 橋本市の議会議員24名が適切な定数である

か否かは知らず、これ以上減じるということ

は、立候補者にこれまで以上の多大な選挙資

金を強いることになるとともに、純粋に市民

のためになりたいという地方議員をめざす候

補者の志向を著しく阻喪することは間違いあ

りません。 

 以上、反対討論であります。 

○議長（中上良隆君）ほかにありませんか。 

 13番 瀧君。 

 久遠の理想もなく、現世を忘れた国会議員

が繰り広げる首相選びのあのざまは、何と心

得るべきでありましょうか。いわく、この首

相では選挙は戦えない。私は自分のことを客

観的に見ることができる。あなたとは違うん

です。とうそぶいた首相の言葉の裏は、私で

は選挙ができないだろうから、選挙のできる

人に禅譲するということにほかならず、おろ

すほうもおろされるほうも、選挙ができない

ということだけ。そこには国民不在の、がり

がりの国会議員が存在するだけ。こんな国会

の議員に選ばれてなる、我が国のトップリー

ダーが率いるこの国の行く末は、ますます危

うい。 

〔13番（瀧 洋一君）登壇〕 

○13番（瀧 洋一君）私は、この橋本市議会

議員定数条例の制定について、賛成の立場で

討論をさせていただきます。 

 ただ今、６番議員から数々のご意見をお伺

いいたしましたが、政党ですとか知名度、地

盤、看板、かばん、いわゆる三つのことにつ

いてご意見いただきましたが、あくまでもこ

れは、選挙に通りやすいための手法としてあ

るということではなく、私たち議員が、市民

から負託を受ける議員として、この議会活動

をやっていく上でこの定数が十分なものなの

かどうなのか、この点について判断をすべき

であると私は考えます。 

 地方議会が定数を減らし続けるということ

は、選挙資金の多さに耐えられる候補者であ

ること、国会議員同様世襲議員であること、

果たして選挙運動が必要かと思える、必ず当

選してくる政党所属者等々の方々の集団化が

進むということになる。地域、団体の代表と

いう観念が、ますます希薄になろうというも

の。いいことでしょうか。地方議員が、この

おかしな国を現出させている国会議員程度の

人格しかなれないという状況をつくり出して

いくことは、我が市に限り避けたく、今の時

点、私は議員削減に反対であります。 

 そして、提案者の提案理由説明にもござい

ましたけれども、市民の声を無視できない、

また河内長野市は、人口11万人で20人でやっ

ているじゃないか、また、統計的にも、近畿

の９市におきまして、平均20.9人というよう

な状況がご報告ございました。 

 また、定数を削減するのではなく、議員報

酬の減額で対応せよと、そういった意見もご

ざいましたが、優秀な人材、そしてまた議員

がその報酬で生活をしていく上で、これ以上

の削減をすることで人材を確保するというこ

とが非常に難しいというのも、また一つの事
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実でございます。 〔10番（平林崇行君）登壇〕 

 私は、この今回の22というのに、決して満

足するわけではございません。私も選挙期間

中、さらなる20名、また20名以下にすべきで

あるとの主張をして選挙を戦ってまいりまし

た。しかしながら、22だからこれを反対に回

るというのではなく、これも一里塚と考え、

さらなる削減を考えまして、今回とりあえ

ず、22という２名減の今回の提案に賛成をす

るものでございます。 

○10番（平林崇行君）それでは、私、賛成の

立場から討論させていただきます。 

 いろいろ、さまざまなご意見がありまして、

本当に削減して何名がいいか。私は個人的に

は20名、常任委員会が三つありますので、そ

こにしっかりした配置をし、議長、副議長を

均等に配置できる数とすれば、20名かなと思

っております。 

 先ほど、13番議員がおっしゃいましたけど

も、この22名に対して、私は満足しているわ

けではございません。さらなる数を下げると

いうこともこれからの一つの案件でありまし

ょうけども、先ほど３番議員も６番議員もお

っしゃいましたけども、定数を削減するより

報酬を削減せよということに関しては、私は

真っ向から反対したいと思います。私は、橋

本市の規模における議員報酬は1,000万円と

いうことを、もうずっと前から言っておりま

す。その理由に対しましては、やはり市議会

議員であって、25歳から以上出ていっていた

だける、この年代です。やはり若い人が出て

きて、本当に議員活動一本で頑張って、生活

もある程度の安定があることであれば、やっ

ぱり1,000万円というところが非常にボーダ

ーラインだと私は思っております。ですから、

その部分においても、本当に優秀な人を確保

するのであれば、私は議員の定数削減はやむ

を得ない。そして、給料に対しては、削減は

反対だということを言っております。 

 以上、賛成の討論といたします。 

○議長（中上良隆君）ほかにありませんか。 

 ３番 富岡君。 

〔３番（富岡清彦君）登壇〕 

○３番（富岡清彦君）市議会議員の定数削減

議案に反対の立場で討論を行います。 

 反対理由の一つは、現在の定数24人は、全

国の類似都市と比較しても最も多い定数とな

っていること。また、地方自治法で最大30名

となっていること。このことから、現在の定

数24人は妥当であると。削減する必要がない

と考えます。 

 反対理由の二つは、定数を削減することは、

市民の民意を市政に反映させることに支障を

来すことを危惧いたします。橋本市議会は、

今日、一般質問に見られるように活性化して

きていると思います。極論すれば、定数削減

は多くの市民の声が議会、行政に届きにくく

なり、当局は歓迎すると思いますが、市民に

とっては結果的にマイナスとなると考えます。 

 反対理由の三つは、定数問題検討協議会の

場でも言ったことですが、どうしても議会費

の削減が必要であるなら、定数を削減するの

ではなく、議員報酬の削減を行うべきである

と考えます。 

 市民の皆さまにも、それは重々、よく議員

定数の削減と言われます。私はそれに対して

は賛成ですけども、給料に関して言う人もお

りますけれども、その人によく言うのは、じ

ゃあ市議会議員の給料はいくらだったらいい

んですか、500万円がいいんですか、200万円

がいいんですかと言うて、答えていただける

方はだれもいらっしゃいません。要は、いた

 以上、反対討論とします。 

○議長（中上良隆君）ほかにありませんか。 

 10番 平林君。 
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だいているお金を、その分の効果が出るよう

な市議会議員であっていただきたいというの

が、市民の皆さまの希望です。 

 ですから、一人ひとりの議員が、選ばれた

という、本当にそういう崇高な立場に立って

物事を判断し、市民の皆さまの糧になるよう

な人生を送っていく。こういう市議会議員で

あるべきだと私は思っておりますので、私も

そう考えております。 

 そういう意味からおいてでも、私は、今回

の22名、先ほどから反が対出ています議員報

酬の削減においては、これは反対ですので、

さらなる努力もしますけども、今回の提案に

対して、賛成の立場で討論させていただきま

した。 

 どうもありがとうございます。 

○議長（中上良隆君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ないようですので、こ

れをもって討論を終結いたします。 

 これより、議員提出議案第１号 橋本市議

会議員定数条例の制定について を採決いた

します。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（中上良隆君）起立多数であります。 

 よって、議員提出議案第１号は原案のとお

り可決されました。 
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